
小林さんが書かれた『手で書くこととデジタルに書くことの違い』（以下では「当該文書」と呼ぶ）で、下記のように結論付けられている点について、私の考え方は異なるため、
私の考えを以下に記します。

「紙葉に手で書かれる文字情報が、視覚的イメージデータであり、さまざまな手段で蓄蔵され、伝搬されるデジタルデータが、符号化された文字の列である、という違いは、一
般に認識される /認識されない以上に大きい。一口に書記技術といっても、伝統的な視覚表現を媒介とする伝統的な書記技術と、符号化文字列を媒介とする書記技術とでは、ま
さに共約不可能（incommensurable）な相違がある。」（当該文書より引用）

私の疑問は、もし本当に「共約不可能（incommensurable）な相違がある」のであれば、伝統的な視覚表現を媒体とする技術を用いたコミュニケーションは、符号化文字列を
媒介とする表現技術によっては代替不可能になって、そもそもコミュニケーション技術の移行が不可能になっていたはずではないいか、ということにあります。

このことを説明するために、ここでは、先ず（1）手書き文書の時代、（2）活版印刷・電算写植・邦文光学写植の時代、（3）電子文書・DTP・Web の時代に分けて、文書の書記
方法の違いについて考えてみました。それを下記の表に記します。



手書き文書の時代 活版印刷・電算写植・邦文光学写植の時代 電子文書・DTP・Web の時代
書き手の作業 書き手の作業 書き手の作業
　伝達すべき内容（意味）を考える。
　その内容（意味）を文字の列として書こうとする（この文
字を書こうとする行為には、具体的には、字形／グリフイメー
ジを描くということと、字形／グリフイメージを目で見て確認
する行為が含まれる。実際に可視化され物理的に定着されるの
は、文字ではなく字形／グリフイメージである）。その字形／
グリフイメージとして実現された視覚的表現が原稿となるが、
編纂者・編集者、マーケティング担当者、コピーライター、家臣、
家来、執事、秘書などの手によってチェックされ修正される場
合がある。あるいは、原稿が即最終結果となる場合もある。
　書き手は、能書家・代筆業者など他者に実際に書く行為を委託
する場合がある。この最終結果が紙の上に書かれた文書となる。

　伝達すべき内容（意味）を考える。
　その内容（意味）を文字の列として書こうとする（この文
字を書こうとする行為には、具体的には、字形／グリフイメー
ジを描くということと、字形／グリフイメージを目で見て確認
する行為が含まれる。実際に可視化され物理的に定着されるの
は、文字ではなく字形／グリフイメージである）。中間的な結
果として原稿ができる。
　原稿は、編纂者・編集者、マーケティング担当者、コピーラ
イターなどによって修正される場合がある。

　伝達すべき内容（意味）を考える。
　その内容（意味）を文字の列として、それぞれの文字に対応
するコードを入力する（この文字を入力する過程には、仮名
漢字変換ソフトウェアが介在する場合、しない場合があるが、
表示される字形／グリフイメージを目で見て、伝達すべき内容
（意味）を表現する文字と対応しているかを確認する行為が含
まれる）。入力作業の結果は、符号化された文字コードの列で
構成されるデジタルデータとなる。
　デジタルデータは、編纂者・編集者・校正者などの手によっ
てチェックされ修正される場合がある。

採字・入力・印字・組版・レイアウト工程 採字・入力・印字・組版・レイアウト工程
　活版印刷の時代には、文選と植字（以後の組版製作を含む）
とに分業化され、電算写植の場合には、採字・入力とコーディ
ング／組版とレイアウト／版下制作が分業化され、邦文手動写
植の場合には、採字と植字とは分業化されないが、その後のレ
イアウト／版下制作とは分業化される。活版の場合、印刷以前
の段階での中間的な結果は組版である。電算写植と邦文手動写
植の場合、印画紙が貼り込んだ版下またはそれと同等の画像を
感光させたフィルムが中間的な結果となる。活版では、活字組
版を用いて印刷を行うかその複製のステロタイプで印刷を行
う。電算写植の場合には版下から写真製版の過程を経て普通は
平版印刷用の版を作成し、それを用いて印刷を行う。
　初期の段階では原稿用紙、中間的な段階では印画紙やレー
ザープリンターによる印字物、より後段では校正機で印刷した
校正刷りなどを用いて校正が行われ、内容が修正される場合が
ある。紙の上に印刷された文書が最終結果となる。

　デジタルデータには指定や説明などを含むメタ情報が附属
する場合がある。その場合、書き手自身が異体字グリフの指定
や、同形異字・類形異字についての注釈などを加える場合もあ
る。印字・組版・レイアウトをすべて書き手自身がツールを用
いたりコーディングをして行う場合もある。編集者・校正者・
デザイナーが同様の指定を行う場合もある。
　DTP やWeb では、書き手自身が最終的な印刷・出版を担う
ことを可能にし、分業を不要にして、書き手自身による最終文
書の品質の管理を可能にした。このことは一方では、出版を民
主化し、文字によるコミュニケーションの機会を広汎な人々に
提供したが、専門の校正者による組織的な校正の過程が省略さ
れることが誤植の発生頻度を高くしたとも言える。
　最終的な形が印刷物の場合に、デジタルデータは、レイアウ
ト作業の後、平版印刷の製版の原稿用のフィルムに印字・出力
される。直接コンピュータから製版または印刷までを直接行う
方法もある。



　最終的な形が印刷物でない場合、特にWeb においては、書
き手自身あるいはデザイナーまたはエンジニアがツールを用
いたり、CSS や HTML をコーディングすることでレイアウト
を行う。
　デジタルデータの校正は、書き手だけでなく、編纂者・編集者
および上記のWebページ作成者によって行われる場合がある。

読み手の作業 読み手の作業 読み手の作業
　文書に書かれた字形／グリフイメージを見る（知覚する）。
字形／グリフイメージから文字を読み取る（文字を認識する）。
読み取った文字列から内容を理解する（読解する）。

　文書に印刷されたグリフイメージを見る（知覚する）。グリ
フイメージから文字を読み取る（文字を認識する）。読み取っ
た文字列から内容を理解する（読解する）。

　電子文書に表示・印刷されたグリフイメージを見る（知覚す
る）。グリフイメージから文字を読み取る（文字を認識する）。
読み取った文字列から内容を理解する（読解する）。

その上で、当該文書の中で「共約不可能 (incommensurable) な相違」から生じる問題とされている以下の点について考えます。

1. 「これら、視覚的な類似性ゆえに、意味的に異なる（文字名が異なる）文字や記号を、デジタルな文字情報に用いることは、排列や検索から、アクセシビリティ（音声によ
るデジタル情報の読み上げ）に至るまで、多くの混乱の元となる。」（当該文書より引用）

2. 「どのような媒体、通信経路を前提とした場合でも、デジタルによる文字方法の入力の際には、そこで蓄蔵される情報が、符号化文字の列であることを意識しておくことが、
重要である。」（当該文書より引用）

しかし、ここで「重要である」とされていることは、電子文書を作成し利用する現代だけに固有の、あるいは現代を特徴づける事柄でしょうか。手書き文書の時代でも、「柿」と「杮」
などの同形異字・類形異字は混乱のもとだったはずです。また漢字を簡略化した字体を『当用漢字』や『常用漢字』という形で権威付けしてしまった結果、「芸」を「げい」の
文字として使う頻度が増し、「うん」の文字との同形異字を普及させてしまいました。これらは、デジタル計算機が普及するはるか以前のことでした。つまり、同形異字・類形
異字の問題を、書き手が意識することの重要性は、電子文書が用いられる時代以前から存在していました。

では電子文書の時代において、この同形異字・類形異字の問題は、過去の手書き文書や活版印刷の時代の同種の問題とは、「共約不可能 (incommensurable) な」ほどに「相違」
しているのでしょうか。

たしかに、電子文書と過去の技術を用いた文書との違いは、手書き文書や活版印刷においては、書き手が書いたグリフイメージが常に物理的・視覚的に存在しているが、今日の
電子文書（DTP やWeb を含む）では、書き手が考える文字は、それに対応する符号化された文字コードの列にすぐに変換されて、印刷・表示されるまではグリフイメージとし
て表現されない、ことにあります。



そして、同形異字・類形異字が問題となるのは、間違った文字コードが選択されてしまう場合です。これは文字コードに依存する情報処理においては、深刻な問題を生む可能性
がありますが、その原因となる問題自体は、電子文書に固有の問題ではありません。

とはいえ、DTP やWeb の普及によって、書き手がテクストの入力から最終的な印刷や表示の段階までを管理する必要が生じたため、同形異字・類形異字に関するエラーを見過
ごしてしまう頻度が多くなった、ということはあり得ます。しかし、この問題の原因が、人間が同形異字・類形異字を誤認する、あるいはOCR のようなプログラムが同形異字・
類形異字を誤認することにあるのですから、前者の場合にはそれは電子文書に限定されるものでなく、また後者の場合でも、その誤認の原因は文字が電子化・デジタル化されて
いることにあるのではなく、あくまで元々のグリフの形状が同じであるか類似していることによるものです。

しかし、もし電子文書の時代には、同形異字・類形異字の誤認を回避する、あるいはその発生を低減する方法がなくなってしまったのであれば、それは、過去の技術の時代との
深刻で大きな差異であると言えるかもしれません。しかし、私は現代において誤認の回避方法が存在しなくなったのではなく、そのような方法が、まだ広く普及していないので
はないかと考えます。この点を説明するために、次に具体的な問題について考えてみます。

当該文書に例示されている具体的な同形異字・類形異字の問題の内、平仮名の「へ」、「り」と片仮名の「ヘ」、「リ」をOCR が誤認する問題以外は、すべて記号類の問題です。おそらく、
漢字の同形異字・類形異字の問題は発生頻度が少ないために、採り上げられていないのだと推測します。

形が同じまたは類似した記号類どうしがなぜ誤認されるのかと言えば、それは単純に最終的なグリフイメージの形が同じか類似しているために、人間やOCR が誤認するからです。
ではなぜ誤認するような状況を避けられないのでしょうか。

私は、その理由は、デジタルフォントを用いて、文字コード→グリフ→グリフイメージに変換するという、印刷・表示と同じプロセスに依存して文字の入力・校正を行っている
からだと考えます。グリフの形以外の情報が欠落しているので、形が同じあるいは類似していれば誤認・混同しやすくなるのは当然であり、それは人間もOCR も同じです。

先の時代別の表の中で、「電算写植の場合には、採字・入力の段階で、原稿に書かれたグリフイメージは（グリフに対応する）コードとしてデジタルデータに変換される」と書
きましたが、電算写植での採字・入力の場合、例えば、Linotype の場合であれば、各種の幅の固定スペース（行末で吸収される空白文字）やダミー文字（行末で吸収されない
空白文字）は、採字・入力・校正の段階では、編集機上での表示・印刷には、特別の表示マークのグリフが用いられました。例えば固定スペースの場合、それらのグリフには、
字幅等の属性を示す EMとか ENとかが説明的に表記されていたため、それらの記号についてのメタ情報として機能していて、最終的に表示・印刷されるべきグリフ／グリフイメー
ジが他のグリフ／グリフイメージと同じであったり類似しているからといって、採字・入力・校正段階で混同することはありえなかったのです。

現在の電子文書のテクストの入力・作成において、同形あるいは類形の記号類の混同が生じ易いのは、最終的に出力・表示されるべきグリフイメージと同じものを見て入力・校
正しているからであって、電子文書に固有の制約が原因ではありません。



電算写植の場合には、普通はグリフに対してコードが割り振られていました。そのためグリフの識別とコードの識別との対応は自明でした。現代の電子文書における文字コード
の場合でも、「ギュメ」と「不等号」や「音引き」と「～」のような記号の場合には、それらに対応付けられたグリフが類似していたとしても、類似グリフが同一のコードポイ
ントに包摂されてしまった統合漢字の場合とは異なり、異なるコードポイントとが割り当てられているのですから、識別することは容易です。編集ソフトウェアなどで、それら
を表示上区別するなどの工夫によって、入力・校正段階での誤認を防ぐことは可能と考えられます。

このように考えると、「伝統的な視覚表現を媒介とする伝統的な書記技術と、符号化文字列を媒介とする書記技術とでは、まさに共約不可能（incommensurable）な相違がある」
と考えることは無理だと考えます。むしろ、現代の書記技術もまた、デジタルコンピュータが暗算やソロバンが果たした役割を今日でも十全に果たしているように、伝統的な書
記技術が果たすべき同じ役割を自然に果たしていることが理解できるはずです。そこに見いだされるのは、新旧の技術間の断絶ではなく、むしろあらゆる情報をビットの組み合
わせで表現することの一般性と有効性であると考えます。

以上、私見まで。

山本太郎


